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平成２３年７月１４日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 介 護 保 険 計 画 課 

 

 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各保険者介護保険担当課（室） 御中 

← 厚生労働省 老健局 介護保険計画課 

今回の内容 
 

平成二十二年四月以降において発生が確認

された口蹄疫に起因して生じた事態に対処

するための手当金等についての児童福祉法

施行令等の臨時特例に関する政令等の施行

について（介護保険関係） 

 

計５枚（本紙を除く） 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます 

ようよろしくお願いいたします。 

 
連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 216４、2260) 

FAX : 03-3503-2167 
 

 













参考資料一覧 

 

参考資料１ 

 

① 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対

処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令（平成

23年政令第 209号）、 

② 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対

処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令（平成

23年厚生労働省令第 86号） 

③ 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対

処するための手当金等についての介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十

一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の臨時特例（平成 23年厚生労働省

告示第 220号）、 

④ 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対

処するための手当金等についての介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する

及び第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の臨時特例（平成 23

年厚生労働省告示第 221号） 

⑤ 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対

処するための手当金等についての介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する

食費の特定負担限度額の臨時特例（平成 23 年厚生労働省告示第 222 号） 

⑥ 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対

処するための手当金等についての介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する

居住費の特定負担限度額の臨時特例（平成 23年厚生労働省告示第 223号） 

【官報掲載版】 

 

 

参考資料２ 

 

○ 参考資料１の読替表 


